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◆年金法（国民年金法・厚生年金保険法）について

〈年金法の沿革〉

昭和17年６月　労働者年金保険

・民間企業の男性労働者のうち現業部門のみの労働者を対象とした

年金制度

↓　　

昭和19年10月　厚生年金保険

・民間企業の男性事務職員及び女性労働者等を対象とする年金制度

であり現在の厚生年金保険制度は、昭和19年から続いている。

昭和34年　無拠出制の国民年金

・厚生年金保険等に加入できない農民・漁民、自営業者等のうち、

公布当時すでに高齢の者、障害者、母子家庭の者を対象に、保険

料を拠出しない無拠出制の年金制度(福祉年金制度)を導入した。

↓　　

昭和36年　国民年金・・・国民皆年金の実現

・拠出制の年金制度にすることにより、対象者を全国民に拡大した。

このことにより、

◎民間企業・・・・・厚生年金保険

◎公務員・・・・・・共済組合等

◎自営業者等・・・・国民年金

のいずれかに、加入することになった。

国民年金法

序 論
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昭和61年　基礎年金導入

・年金法の大改正が行なわれ、各年金法を統一する基礎年金制度が

始まった。この改正により、国民は被用者等を含めすべて国民年

金に加入（１階部分）し、さらに、被用者等は厚生年金保険また

は共済組合等に加入(２階部分)する２階建ての年金法となった。

7
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国 民 年 金 法 （1）国民年金法の意義

国民年金法は憲法25条第２項の理念に基づいて制定されており、

国民に老齢、障害、又は死亡という保険事故が発生したときに、年

金又は一時金を支給することにより、国民の生活を安定させること

を目的とした公的年金制度である。

＊憲法25条第２項

「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公

衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」

【学習のポイント】

①被保険者

［強制加入被保険者］

・第１号被保険者

20歳以上60歳未満の、自営業者及びその配偶者、国会議員（地方

議会議員）及びその配偶者、20歳以上の学生、無職等

・第２号被保険者

会社員、公務員等

・第３号被保険者

第２号被保険者の配偶者であって、扶養家族とされている者（専

業主婦等）

［任意加入被保険者］

・在外邦人、日本国内に居住する60歳以上70歳未満の者等

国民年金法

ガ イ ダ ン ス
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②給付の通則

③費用の負担

④国民年金基金

通則をしっかり捉え、加入対象者と加入できない者を把握すること。ま

た、基金の種類(地域型基金と職能型基金)の設立事項等違いを区別すること。

⑤不服申し立て

審査請求と再審査請求について学習する。また、審査請求の対象

は何かを明らかにすること。
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国民年金制度の目的
（第１条）

国 民 年 金 の 給 付
（第２条）

国民年金制度は、日本国憲法第25条第２項に規定する理念に基づき、

老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを国

民の共同連帯によって防止し、もって健全な国民生活の維持及び向上

に寄与することを目的とする。

【詳細】

国民年金からは老齢・障害・遺族の各基礎年金等が支給される。

全国民共通に支給される「基礎年金」は、昭和61年４月１日からの

新年金制度実施によるものであり、新年金制度の老齢給付の適用を受

けるのは昭和61年４月１日において60歳未満（大正15年４月２日以降

の生まれ）の人である。それ以前に既に年金受給権のある人等につい

ては、旧制度による年金水準が物価スライドによって維持されること

になる。

基礎年金の給付のための財源は、被保険者からの保険料（一律定額）

と国庫負担及び厚生年金保険・共済組合等からの拠出金である。

国民年金は、前条の目的を達成するため、国民の老齢、障害又は死

亡に関して必要な給付を行うものとする。

【詳細】

国民年金の保険事故は、老齢、障害、死亡の３つであると定め、こ

れらの保険事故が発生した場合に必要な給付が行われる。

（第２条）給付の種類

国民年金法
１章

総 　 則

No.１ チェック！■■■

No.２ チェック！■■■
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管 掌
（第３条）

1. 国民年金事業は、政府が、管掌する。

2. 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律に

よって組織された共済組合(以下「共済組合」という。)、国家公務員

共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済

組合連合会又は私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定

により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学

校振興・共済事業団(以下「共済組合等」という。)に行わせることが

できる。

3. 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、市町村長

（特別区の区長を含む。以下同じ。）が行うこととすることができる。

【詳細】

1. 国民年金事業は、国民共通の基礎年金を支給することによって、国

民の生活の安定を図ることを目的としているから、政府が事業の管

掌者（保険者）である。

2. 国民年金は、厚生年金保険のような事業所単位の職域保険ではなく、

国民健康保険と同様に地域保険として、個人単位に保険業務が行わ

れているため、その業務の一部を①市町村長（特別区の区長を含む）

②法律によって組織された共済組合等などに行わせることができる

ことになっている。

3. 市町村（特別区を含む。以下同じ。）が処理することとされている事

務又は委任による地方社会保険事務局長若しくは社会保険事務所長

の権限は、第１号被保険者等若しくは第１号被保険者等であった者

の住所地（日本国内に住所がない第１号被保険者等又は第１号被保

険者等であった者にあっては、社会保険庁長官が定める地）又は受

給権者の住所地（日本国内に住所がないときは、受給権者の日本国

内における最後の住所地）の市町村長又は当該住所地を管轄する地

方社会保険事務局長若しくは社会保険事務所長が行うものとする。

受給権者が障害基礎年金の支給事由となった障害（法第31条第１

項の規定による障害基礎年金については、後の障害とする。以下こ

の項において同じ。）に係る初診日(昭和61年４月１日前に発した傷

病による障害にあっては、当該傷病が発した日）に組合員であった

場合にあってはその属する共済組合（受給権者がその日に国家公務

員共済組合連合会を組織する共済組合の組合員であった場合にあっ

ては、当該連合会）が行うものとし、私学教職員共済制度の加入者

であった場合にあっては日本私立学校振興・共済事業団が行うもの

7
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年 金 額 の 改 正
（第４条）

用 語 の 定 義
（第５条）

とする。（政令第３条）

この法律による年金の額は、国民の生活水準その他の諸事情に著し

い変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改

定の措置が講ぜられなければならない。

【詳細】

年金額の改定は、①国民の生活水準、②その他の諸事情に著しい変

動、の２つの要因により速やかに行うものとされている。

＊国民年金事業の財政は、長期的にその均衡が保たれたものでなけれ

ばならず、著しくその均衡を失すると見込まれる場合には、速やか

に所要の措置が講ぜられなければならない。（第４条の２）

＊政府は、少なくとも５年ごとに、保険料及び国庫負担の額並びにこ

の法律による給付に要する費用の額その他の国民年金保険事業の財

政に係る収支についてその現況及び財政均衡期間における見通し

（以下「財政の現況及び見通し」という。）を作成しなければならな

い。（第４条の３第１項）

＊前項の財政均衡期間（第16条の２第１項において「財政均衡期間」

という。）は、財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね

100年間とする。（第４条の３第２項）

＊政府は、第１項の規定により財政の現況及び見通しを作成したとき

は、遅滞なく、これを公表しなければならない。（第４条の３第３項）

1. この法律において、「被用者年金各法」とは、次の各号に掲げる法律

をいう。

一　厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）

二　国家公務員共済組合法（昭和33年法律第128号）

三　地方公務員等共済組合法（昭和37年法律第152号）（第11章を除

く。）

四　私立学校教職員共済法

2. この法律において、「保険料納付済期間」とは、第７条第１項第一号

に規定する被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料

（第96条の規定により徴収された保険料を含み、第90条の２第１項か

ら第３項までの規定によりその一部の額につき納付することを要し

ないものとされた保険料につきその残余の額が納付又は徴収された

ものを除く。以下同じ。）に係るもの、第７条第１項第二号に規定す

る被保険者としての被保険者期間及び同項第三号に規定する被保険
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